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公益通報（第１８－０１－１４号）に関する関係局の対応について 

 

 標題について、平成１８年６月２０日付けで、本委員会が実施した勧告に対して、関

係局がとられた下記の内容が確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しま

す。 

 

記 

 

確認内容 

⑴ 新休憩棟の使用許可外箇所からの「大阪北港ヨットクラブ（以下、「ＯＨＹＣ」

という。）」所有物等の撤去、および１階から２階への仕切りと２階への直接出入口

の設置。 

 ⑵ 北港ヨットハーバー内の行政財産（通称「メルボルンハウス」。以下、「新休憩棟」

という。）の表示板の設置等の利用促進措置。 

 ⑶ ＯＨＹＴが管理するホームページの表示内容の改善措置。 

 ⑷ 「メルボルン／大阪ダブルハンドヨットレース推進協議会」の、会計の透明化に

向けての（社）大阪港振興協会への指導措置。 

 

 

（参考） 勧告の概要 

 ① 新休憩棟の目的外使用許可の相手方であるＯＨＹＴに対し、使用許可の取消し又は、使用

許可条件の実効ある遵守方策の実施等により、正常な管理状態に回復し、新休憩棟を行政財

産として適正に活用すること。 

② 一般利用者への新休憩棟の利用促進の案内を図ること。 

③ ＯＨＹＴが管理するホームページ等での不適切な表示の改善を図ること。 

④ 「メルボルン／大阪ダブルハンドヨットレース推進協議会」の会計について、事務局を

務める（社）大阪港振興協会を指導監督すること。 

 


